










医療事故公表基準 

医療事故の公表について 

平成13年２月16日 制定 

平成29年９月27日 改正 

 

  

 横浜市立大学附属病院及び同市民総合医療センター（以下「附属２病院」といいま

す。）は、平成11年１月の患者取り違え事故をはじめ、平成25年4月の酢酸の誤注入事故

など、これまでに引き起こした医療事故の反省の上に立って、病院を挙げて医療安全管理

対策を推進してきました。 

 横浜市立大学では、医療事故が発生した際には、その情報を公表することによって病院

運営の透明性を高めることが、信頼を回復するために重要であると考え、平成12年8月に

医療事故公表基準作成特別委員会を設置し、附属２病院における医療事故の公表について

の考え方をとりまとめました。それに基づき、平成13年度からは、事務系責任職、附属２

病院統括安全管理者、外部有識者等で構成する「医療事故公表判定委員会」にて、医療事

故の公表についての審議を行い、公表を行ってきました。 

 その後、医療法改正による院内報告制度の義務化、日本医療機能評価機構が行う医療事

故情報収集等事業の整備、医療事故調査制度の開始などにより、本学が独自の基準を持っ

て医療事故の公表の判断を行う必要性は徐々に無くなってきました。そのため、平成28年

度をもって医療事故公表判定委員会は解消し、附属2病院は「国立大学附属病院における

医療上の事故等の公表に関する指針」に準拠した基準に基づき、院内で公表に関する判断

を行うこととなりました。その上で、院内での公表判断の適切性を、新たに設置した外部

有識者等による「横浜市立大学附属２病院監査委員会」が監査することとしました。 

 

１ 医療事故の公表の意義 

  医療事故を公表することには、次のような意義があるものと考えます。 

 (1)  医療事故の事実や改善策を院内だけでなく他の医療機関と共有することにより、類

似の医療事故の再発を広く防止することができる。 

 (2)  適切な判断基準を持って公表を行うことは、医療の透明性を高め、市民からの信頼

性の向上を図ることができる。 

 

２ 用語の定義 

  本報告において使用する用語の定義は、次のとおりです。 

 (1)  医療事故 

① 誤った医療又は管理を行ったことが明らかであり、その行った医療又は管理に起

因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなか

った、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事例。  

   ② 誤った医療又は管理を行ったことは明らかでないが、行った医療又は管理に起因

して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかっ

た、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事例 （行った

医療又は管理に起因すると疑われるものを含み、当該事例の発生を予期しなかっ

たものに限る）。  



 

    

 (2)  インシデント事例 

① 医療に誤りがあったが、患者に実施される前に発見された事例。  

   ② 誤った医療が実施されたが、患者への影響が認められなかった事例又は軽微な処

置・治療を要した事例。ただし、軽微な処置・治療とは、消毒、湿布、鎮痛剤投

与等とする。  

   ③ 誤った医療が実施されたが、患者への影響が不明な事例。 

 

３ 医療事故の公表基準 

  附属２病院は、次の基準に該当する医療事故が発生した場合には、患者さんと御家族

の同意のもとに、これを公表します。 

 (1)  医療事故のうち，「明らかに誤った医療行為あるいは管理」に起因し、それが死

因となった場合，若しくは「永続的な障害や後遺症が残る」など，患者さんに相当の

有害な結果を生じた場合には即時に公表する。 

 (2)  医療事故のうち，「明らかに誤った医療行為あるいは管理」に起因し、濃厚な処

置や治療を要した場合には、一括して個別事例を公表する。 

 

上記以外の医療事故は公益財団法人日本医療機能評価機構への報告を通じて公表しま

す。なお，インシデント事例は包括した形で件数等を一括して公表し、原則として個別

事例は公表しませんが、医療に係る事故の発生の予防及び再発の防止に資すると考えら

れる警鐘的な事例は日本医療機能評価機構への報告を通じて公表します。 

 

４ 医療事故の公表の判断・判定について 

  医療事故の公表の判断・判定に関しては、上記の基準をもとに、各病院における会議

体で検討し、最終的に病院長が判断します。附属病院では院内医療事故会議（事例検証

会議）、センター病院では院内事例検証会議にて検討を行っています。 

  なお、これらの会議による検討経過、病院長の判断等の一連の事務については外部有

識者等による「横浜市立大学附属２病院監査委員会」の監査を受けることとなります。 

 

５ 公表及び公表内容についての患者さん及び御家族の同意について 

  医療事故を報道機関等へ公表する際には、個人情報保護の観点から「報道機関等への

公表について」による確認を行います。 
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